
　禁酒運動対ビール醸造業者，1919-1933年：

　パブスト・ブリューイング社の事例を中心と

　して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　ロ　一　臣

　　１．序

　19世紀の半ば以降，アメリカでは多くの産業分野において近代的なビッ

グ・ビジネスが出現しつつあったが，その特徴は，以前の小規模でローカ

ル色の強い同族企業とは極めて異なるものであった。これらのビッグ・ビ

ジネスの中に，全国市場で販売活動を展開する全国規模のビール醸造会社

があった。一方，アメリカが農村社会から都市社会に変容するにつれて，

多くのコンフリクトが地域間・階層間・労使間等において生じた。これら

のコンフリクトを解決するために社会運動が生じ，その運動の１つが，他

のどの国よりもアメリカにおいて強力であった禁酒運動であった。かつて

農村社会では，教会と結びついた道徳が人々の行動様式において重要な役

割を果たしていたが，禁酒運動もそうした伝統的な道徳を基盤としていた。

しかしながら1920年までに，道徳の基盤は組織間のコンフリクトを解決す

る力を人々に提供できなくなり，こうして，コンフリクトを解決するため

に政府が重要な役割を果たすことになり，法的な規制が社会問題を解決す

る上で重要となってきた1)。

　20世紀の10年代，ビール醸造業者は厳しい時代を迎えていたといえる。

第１次大戦中はビールの需要が減少し，過剰生産設備の問題が深刻化した

ため企業集中が進み，近代的な大規模ビール醸造業者が小規模醸造業者を

犠牲にして成長し始めていた。また，ビールの需要が減少したことに加え
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て，禁酒運動の勢力がますます強くなり，ビール醸造業者の利益と社会秩

序の維持が調和するか否かの論争が激しくなっていた。アルコール分の強

い蒸留酒の自発的な節制と禁酒を促進することで始まった禁酒運動は，す

べてのアルコール飲料の普遍的・強制的な禁止という目標に向かった。多

くのビール醸造業者は事態の推移に無知で，禁酒運動が蒸留酒のみを禁ず

るだろうと安易に考えていた。　しかし1919年，36州がアルコール飲料の全

面禁止を制定する合衆国憲法第18条（職業選択の自由）修正を批准し，これ

によってアルコール飲料の製造や販売が禁止され，その結果，ビール醸造

会社そのほかの酒類関係のビジネスは存立自体の危機に直面することに

なった。多くのビール醸造業者が工場を閉鎖され，ある者はキャンデーや

アイスクリームのような他の製品を製造して企業の存続をはかったが，し

かし1919－1933年の禁酒法時代に，アメリカでは約700社余りのビール会

社が閉鎖され，これは史上最大であった。競争の激化と高まる社会的批判

の中で，ビール産業の再編成が強制的に推進されたのである2）。

　本稿は，ビジネスと社会という枠組みの中で，特に当時の業界一番手企

業であったパブスト・ブリューイング社の事例を取り上げ，禁酒運動に対

してとったビール醸造業者の行動を究明する。これによってわれわれは，

利益志向の組織と伝統的な道徳を基盤とする組織の間の行動の相違を明ら

かにするとともに，アメリカの1920－1930年代におけるビッグ・ビジネス

の行動様式の特徴を知ることができるであろう。

　　２．革新主義運動の一環としての禁酒運動の展開

　20世紀初頭から第１次大戦参戦にいたる時期を「革新主義の時代（Ｐrｏ-

gressiveEra)」とし，改革を推進した運動を「革新主義運動」(Progressive

Movement)」と呼ぶことがある。この時期のアメリカにおいては，その前

後の時期と比較して，政治や経済・社会や労働などの諸領域において数多

くの改革が実施されたからである。例えば，セオドア・ルーズベルト，タ
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フト，ウィルソンの各政権下における連邦政府による独占規制の強化，州

政府次元では，各政党候補者の決定に際して直接予備選挙制の採用のほ

か，リコールなどの諸改革が多くの州で導入されて国民の政治参加の機会

が拡張され，また，児童労働・婦人労働の保護や労災保障などの社会政策

的方策もいくつかの州で採用された。さらに，市政次元においても,ボス

による市政支配，行政の腐敗を改革するために，市委員会制の導入やその

他の行政改革が推進されたほか，都市の環境改善にも多くの努力が傾注さ

れ，買春禁止・禁酒運動などは，主として中産階級の手による都市生活改

革のための代表的な運動となった3)。

　革新主義の時代は，経済的には独占資本主義体制への移行・確立期であ

り，資本主義の急速な発展と独占段階への移行が引起こした階級対立の激

化と社会的混乱に揺れ動く時代であった。革新主義運動は，19世紀の工業

化・都市化・移民の大量流入による社会の分裂と動揺に対する対応，新た

な統合秩序形成の試み，と解されよう。急激な工業化の進展と大企業の形

成は，労使間・資本相互間・労働者と農民，さらに労働者内部の分裂を深

め，都市化は都市と農村間，また都市内部の分裂を拡大し，大量の移民が

さらにそれらの分裂を文化・民族的に深刻化し，かつ政党間・政党内部の

抗争を激化せしめた。社会の分裂とそれに伴う動揺は，より根源的には，

社会編成原理の変化によって生じた。地域的な同質的小コミュニティを基

本単位として成立っていた社会に，広大な，時に全国的活動範囲をもつ機

能的組織が社会を動かす新たな基本単位として登場し，その活動と影響力

が既存のコミュニティを引裂き，動揺せしめた。この過程は極めて多くの

人々に，依って立つ社会的基盤と価値観の変更を強制し，深刻な不安と憂

慮を生ぜしめた。改革の対象が腐敗政治，独占，児童・婦人労働のいずれ

であれ，改革衝動は道徳的に健全なアメリカ社会を指向しており，多様な

改革運動を支え，それらの移り変る連合を成立たせた枠組みは，こうした

倫理的改革の願望であった。換言すれば，革新主義運動は，大組織・大企
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業体制の出現に伴う機能的秩序を安定せしめる科学的・合理的・能率的改

革に，伝統的価値観に立つ道徳的社会の再建を期待することによってその

不安を鎮め，それによって，世紀末の動揺と不安を収束し，新たな社会統

合をもたらすものであったといえる4）。

　禁酒についての関心は，アメリカの歴史の早い時期にさかのぼることが

できる。禁酒に関するアメリカで最初に知られている刊行物は，既に1774

年に発行されていたが，世論が次第にアルコール飲料の販売を厳しく規制

する方向へと傾いていったのは19世紀前半からで，その結果，組織的な禁

酒運動(ProhibitionMovement)の第１波が生じた5）。禁酒運動は当初，地域

的なものとして始まるが，宣伝活動はじきに広範なものとなり，早くもコ

ネチカット州やマサッセッッ州において州組織が形成された。 1826年には

アメリカ禁酒推進協会(American Societyto thePromotion ofTemperance)が

ボストンで組織され，それは1827年に，全面禁酒の誓約にサインした３万

人を擁する222の地方支部を報告しており，また1833年にはアメリカ禁酒

同盟(American Temperance Union)と称する多くの禁酒運動組織の連合体

が形成された。　しかし，これらの禁酒運動組織の約３分の１はニューイン

グランドに集中しており，また，それらの組織は教会から強力な支援を得

ていたが，間もなくこの最初の禁酒運動の動きは失敗することになる。そ

の要因としては，まず第１に，禁酒運動のりーダーたちが奴隷解放運動に

吸収されたこと，第２に，アルコール飲料の製造業者が組織化して禁酒運

動に対抗したこと，そしてなによりも重要なことは，禁酒運動そのものが

不効率であったこと，以上３点を指摘することができる6）。

　南北戦争以後に禁酒運動の第２波が起こり，旧い禁酒運動の組織はその

地盤を失い，新しいものに取って替わられた。禁酒家集団（Ｓｏｎ of

Temperance)や良い禁酒家の独立組合(Independent Order of Good Tern-

perance)が，友愛的な秩序に基づいて形成され，さらに全国禁酒党（Ｎａ-

tionalProhibitionParty),全国禁酒協会および出版会(National Temperance
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Society and Publication),そして女性キリスト教禁酒同盟ＷＣＴＵ（Ｗｏｍｅｎ’s

Christism Temperance Union)が組織された。全国禁酒協会および出版会は

1856年に結成され，1865年にアメリカ禁酒同盟と結合した。女性キリスト

教禁酒同盟ＷＣＴＵは，フランシス・Ｅ・ウィラード(Francis Ｅ. Willard)

が1874年11月に結成したもので，ＷＣＴＵはまもなくあらゆる州，あらゆ

る地域に組織を設立し，56の国に50万人の会員をもつ世界組織となり，19

世紀最後の４分の１世紀においては最も重要な禁酒宣伝活動組織となった。

しかしながら，この禁酒運動の第２波も最初の波と同じように失敗した

が，その主要要因は，これらの禁酒団体が，禁酒のみならず他の社会問題

に関心をもつリーダーを立てることによって解放的かつ民主的な組織を維

持し，その目的を達成しようとしたため，世論が分断されてしまったため

であるといわれる7）。

　1890年代に禁酒運動は第３の波を迎えるが，その組織は急激に変化し発

展した。彼らは，酔っ払いは酔っ払いを生み出す場所に責任があり，アル

コールの過剰飲料の問題を解決する唯一の方法は，酒場を排除することで

あると主張した。こうして，反酒場連盟A S L (Anti-Saloon League)が不

偏不党の政治団体として1893年にオハイオ州オバリンで教会の財政的支援

の下に結成され，1895年12月17日にワシントンで全国組織となった。組織

の名前が示すように，当初ＡＳＬは酒場に反対してアルコールを禁止して

いるのではなかったが，まもなく禁酒という単一の問題に関心を払い続け

て他の問題には介入せず，その意味で，最初の単一政治問題の圧力団体と

なったといえる。またなによりも大きな変化は，連盟の運営であり，ここ

には近代的なビジネスの経営方式が導入され，有能なリーダーシップの下

に技術者が客観的・科学的データに基づく政治的な行動を立案した。全国

的な発展の基礎となったのがオハイオ連盟で，ハヮード・Ｈ・ラッセル

　(Howard H. Russel)やその他の創設者は，ビジネスで採用されている部門

制組織を導入し，専門の常任の給与経営者によって運営されるシステムを
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導入した。また，政治的には，党派をこえて単一の問題に関心のあるすべ

ての人々が参加できることを主張して組織の拡大をはかり，また連盟の活

動についても積極的な宣伝活動を行った8）。

　1893年に発足した第３次禁酒運動の中心組織である反酒場連盟ＡＳＬが，

プロテスタント諸教会を活動拠点としたことが示すように，この運動の基

底に，飲酒が理性・自制心・神への信仰を麻痺させ，個人とその家族の道

徳的退廃・貧困・非行を生むとする，プロテスタントの道徳理念が存在し

たことはいうまでもない。だが20世紀の禁酒運動を支え，後に禁酒法の制

定に至らしめたものは川日米のこうした論点よりもむしろ，酒類（特にビー

ル）醸造業者と酒場が引起こす社会的・政治的・経済的次元での弊害をア

ピールすることによるものであった。第１に，南北戦争後の産業発展の中

で，ビール醸造企業も次第に大規模化し，生産量を急増するとともに激増

する酒場をその系列下に組織した。1850－1890年の間にビール消費量は24

倍に激増し，例えばカリフォルニアの酒場数は人口91人当たり１軒の割合

に達した。酒場は激しい競争の中で，ビール醸造企業からの前借りに縛ら

れて手段を問わぬ売上げ拡大を迫られ，酒場主の多くが「立派な社会に足

場を持たぬ，通常最低かつ犯罪的な階級と結ぶ外国生まれの酒場主」に変

わり，彼らはしばしば反社会的な営業-24時間週７日営業，年少者への

販売，特に売春との結合一に走った。第２に，南北戦争中の連邦酒税の

設定以来，酒税引下げのための組織的政治工作を行ってきたビール醸造業

者は，各地の禁酒運動の盛り上がりに対抗して政治工作を強化し，革新主

義者が「独占」の名で非難した企業による政治操作の典型的事例を形成し

た。第３に，各地で行われた酒場規制に対抗して，酒場は警察，官吏，市

会議員を買収し，これも革新主義者が攻撃する政治腐敗の顕著な事例と

なった。また多くの政治ボスが酒揚主出身であり，彼らの活動拠点は，移

民・労働大衆が集まる「貧民クラブ」としての酒場であった。要するにア

ルコール飲料と酒場は，当時少なくとも中産的改革主義者が改革対象の1
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つとして，排除すべき，現実の悪しき制度・環境として機能していたので

ある9）。

　この期の禁酒運動は，アルコールと酒場の弊害を反論不可能なまでに立

証する「客観的・科学的」データを利用しえた。アルコールは少量でも頭

脳・神経・筋肉の働きを害するとする医学的見解，飲酒とそれが誘発する

疫病による死亡率の統計，悪質の遺伝，精神障害との関連を示すデータ，

貧困・犯罪・売春との強い相関を示す大量の社会統計，さらに富と資本の

浪費による生産と雇用への悪影響，直接・間接の地方・市・州財政への圧

迫（例えば，救貧院，刑務所等の負担）を説く数字を挙げての議論，がそれで

ある。一例を，50人委員会の調査に見ることができる。同委員会は1893

年，著名な改革市長セス・ローを長とし，経済学者イリー，牧師グラド

ン，ハーバード大学長エリオット等，各界の著名人を集めて組織され，禁

酒立法を目指さず，「公私の知的な活動の基盤として役立つ一群の事実を

得る」ために，「飲酒問題に関するすべての利用可能な事実を集め，公平に

これを照合する」ことを目指した。そして，この権威ある委員会が1897－

1905年に発表した報告書は，例えば，慈善組織教会が扱った極貧者の25％

が直接・間接に飲酒を原因とし，救貧院収容者のそれは同じく37％，12州

における17の刑務所の場合，犯罪の第１原因としての飲酒は31％にのぼ

る，等々のデータを挙げていた。反酒場連盟ＡＳＬの全国誌「アメリカン

・イシュー」や他の膨大な出版物も，この種の数字・図表・グラフに満ち

ていたlo）。

　さらに，それらの「客観的・科学的」データに基づく禁酒運動は，機械

化が進み，より高度の労働規律と注意力を要する近代産業が労働者に禁酒

を要請している，と主張した。事実，アメリカ鉄道協会は1899年,勤務時間

中の飲酒のみならず，習慣的飲酒と頻繁な酒場通いは十分な解雇理由たり

うる，とするルールＧを制定し，また連邦労働局も1897年,調査した3,644

の事務所中，23％が勤務時間中の飲酒を, 24%が基軸労働者とホワイト・
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カラーの終日禁酒を命じていると発表した。 1908年にはュ－・エス・ス

チール社が安全作業運動を開始し，以後いわゆる産業禁酒運動(Industrial

Temperance Movement)が高まったが，同時に多くの州で制定をみた労災

保障法も，雇主の保障負担のゆえに，その運動をさらに促進させた。まさ

に自動車王ヘンリー・フォードが述べたごとく，「現代産業と自動車が到

来した時，アルコールは去らねばならなかった」のである。禁酒運動は，

科学的に立証された社会的害悪を除去し，道徳的に健全な，しかも合理的

・能率的な現代社会を樹立せんとする革新主義運動の一環として大いに発

展したといえるのである11）。

　　3.禁酒法の制定と廃止の経緯

　（1）全米醸造業者組合の敗北と禁酒法の制定

　一方，近代的なビール産業は，アメリカでは醸造業者がドイッのラガー

・ビールの製造法を導入した1840年代から始まる。ラガー・タイプのビー

ルはアメリカ人に好まれ，1867年には全米で3,700の醸造所が存在したが，

これらの醸造業者は地域市場を満たしていたにすぎない。というのは，樽

詰めビールは長距離を経済的に運搬するにはあまりにかさばり，低温殺菌

法や工学的な人工冷凍法が完成するまでは，ラガー・ビールでさえ保存す

ることが容易なことではなかったからである。その後，金属釜の導入によ

る醸造技術の改善，1873年から1893年にかけて人口が都市や町に集中した

こと，1890年代になるとビン詰めビールが可能となって輸送が容易にな

り，地域市場をこえて競争が激化した。　ミルウォーキのパブスト社，シュ

リッツ社，ブラッツ社，セントルイスのアンホイザー・ブッシュ社が，こ

うした機会をうまく掴み，利益を全国的な規模で拡大するための営業活動

を展開した。この結果，安定した販売を確保するために酒場の統合化が進

展し，ビール醸造業者と酒場の関係は円滑になったが，統合企業間の競争

はいっそう激化した12）。
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　ビール醸造会社の業界団体である全米醸造業者組合(U. S. Brewers As-

sociation)が結成されたのは1862年で，それは同年の内国歳入法によって生

じた問題に対処するためであった。当初からこの全国的な規模の団体は

　「代表制」をとっており，個々の醸造業者や企業の連合体というより，複

数組織の連合体であった。最初の頃には，禁酒問題は全米醸造業者組合

ＵＳＢＡの検討する問題には入っていなかったが，1866年に初めて，より多

くの醸造業者が参加するようにその問題が取上げられ，シカゴで開催され

た第７回大会で，彼らは禁酒運動に対する敵意をはっきりと表明した。次

いで1874年，ボストンで開催されたＵＳＢＡの第14大会で，彼らはビール醸

造業者の経済的・財政的貢献を強調した。 1873年に経済恐慌が起こり，そ

の時銀行が倒産し，あらゆる工場は閉鎖され，都市は失業者で溢れた。そ

のため，ビール醸造業者のとったこの経済的貢献を強調するキャンペーン

は成功し，各州の禁酒運動も地域的な動きも，州外製品の消費者への流通

を阻止することはできなかったし，酒場で販売される強いアルコール飲料

の販売に対して余り効果を上げることはできなかった。　しかしながら，禁

酒運動家はその後も執拗に運動を展開し，いくつかの州において醸造業者

の数を減少することになんとか成功できた13）。

　禁酒を実施している州にアルコール飲料を運び込むことは合法的である

と判断を下して，州際商業の連邦政府による統制の原則を最高裁判所が支

持した1888年以降，禁酒運動家は同法の再解釈を求めて努力を行い，禁酒

を実施している州からアルコール飲料を全面的に締め出すなんらかの方法

を見つけだそうとした。 1890年のウィルソン法(Wilson Ａｃt）は，まさにこ

の目的のために考えられたもので，全国的に組織された反酒場連盟ASL

は，この点についての実践に乗り出した。ヘップバーン・ドリヴァー法案

　(Hepburn一Dolliver Bill.1903年），リトルフィールド法案(Littlefield Bill.

1908年），そしてウェッブ・ケニヨン法案（Webb- Kenyon Bill.1913年）と

いった具合に次々と手を打って，ＡＳＬは全国的な禁酒法制定へとキャン
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ペーンを勢力的に展開していった14）。

　伝統的な酒場に対してのプロパガンダによる攻撃によって，ビール醸造

業者はなんらかの対抗策をとらざるを得なくなった。すべての問題は酒場

を中心に生じているという理由から，ビール醸造業者がとるべき最も論理

的な防衛策は，酒場で販売される強いアルコール飲料とビールを区別する

か，攻撃をかわせるように酒場のイメージを改善するかのどちらかであっ

た。例えば，ウィスコンシン醸造業者組合は，評判の良くない州内の酒場

の改善ないし閉鎖をする自警団「ウィスコンシン・アイデア」（“Wisconsin

Idea”）を1907年に結成したし，オハイオ醸造業者組合は，1909年にディー

ン・キャラクター法(Dean CharacterLaw)を支持して酒場の高級化をは

かった。また全米醸造業者組合ＵＳＢＡは，大衆の考えの中で最も強力な蒸

留酒からビールやアルコール度の低いワインを区別しようとする試みを行

い，反酒場プロパガンダによるアルコール中毒患者に対しても敏感になっ

た。ＵＳＢＡは大衆の支持を得るため，修正18条に対する反酒場連盟の支持

を最初に知った1913年に，１バレル当たり１－３セントの組合費を徴収し

てパブリック・リレーションのプログラムを開始したが，その努力は余り

に少なく余りに遅かったため，成功しなかった15）。

　第１次大戦は，禁酒運動家に彼らが1914年以来待ち望んでいた適切な気

運と機会を提供した。アメリカの多くのビール醸造業者はドイツ系アメリ

カ人によって運営され，アメリカは第１次大戦でドイツと闘っていたの

で，醸造業者やビールに反対するのは当然であった。　ドイツ人の多くは新

しい移民であったから，ニューョークやニューイングランドの古くからの

移住者は彼らに反対した。さらに酒場は都市の象徴と見られ，酒場に反対

する田舎の人々によって攻撃は増大した。それゆえアメリカでは，禁酒の

問題はドイッ人に反対する非ドイッ人，都市に反対する田舎の人々，さら

にカトリックに反対するプロテスタントの人に強く，これらの要因が1919

年の憲法修正18条の通過を促進した政治的背景となった16）。
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　1893年に発足した反酒場連盟は，先行した全国禁酒党（1869年発足）が

微々たる小改革政党に留まったのと対照的に，連邦議員の３分の２と全国

州議会の４分の3 (36州）の賛成を要する憲法修正を勝取ることに成功し

た。成功の主理由は，反酒場連盟が1890年代以降の政治変動に適合した市

民的圧力集団として活動したことにある。すなわち同連盟は，飲酒・酒場

についての「客観的・科学的」知識・議論を活用して，主にプロテスタン

ト教会を拠点に有権者とその家族を組織し，党籍・政治的立場を問うこと

なく，禁酒法への賛否の一点で極めて機能的に個々の政治家に圧力をか

け，さらに顕著にみられた革新主義的政治手続き一例えば，直接予備選

挙制などｰ一一を活用して，民主・共和両党を横断する保守対革新の政治対

決問題として，禁酒立法を強制した17）。

　反酒場連盟が全国禁酒法のキャンペーンに踏切った1913年12月，すでに

全面禁酒州は９，自治体選択による部分禁酒地区を有する州は31に達し，

また禁酒地域への酒類の搬入を禁じるウエッブ・ケニョン法案も,タフト

大統領の拒否を乗越えて既に1913年に成立していた。全国禁酒法のための

憲法修正を求めるホブソン決議案（Ｈｏｂsｏｎ resolution)は，1914年12月に，

成立に必要な３分の２に達しなかったが，単純過半数を越える賛成を獲得

し，1916年の選挙によって，いわゆるドライ議員（禁酒法賛成派）とウェッ

ト議員（禁酒法反対派）の比率は２：１に達した。1917年の参戦時，禁酒州

は26に達し，禁酒地区在往者と合計すれば，総人口の半数以上が禁酒法下

にあり，したがって全国禁酒法への動きは，参戦前にすでに十分な高さに

達していたのである18）。

　こうして，反酒場連盟議員を支持して，連盟は1917年のりーバ食料統制

法案（ＬｅｖｅrＦｏｏｄControl Bill)に禁酒条項を盛り込むことに成功した。次い

で1917年８月17日，米国上院は禁酒法を通過させ，1917年12月17日に下院

も同様の措置をとった。決議案の第１条によると，この法律の１年後から，

アルコール含有量2.75％の飲料の製造・販売・輸送，およびその輸入・輸
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出は禁じられた。憲法修正18条を批准する36の州のために１年の猶予がと

られ，禁酒法は1919年１月29日に制定され，それは1920年１月16日から

実施されることになった。さらに1919年５月，ミネソ，州選出のアンド

リュー・Ｊ・ボルステッド(Andrew J.Volstead)が禁酒法を強化する新法

案を提出し，それは，ボルステッドの名がついているがウェイン・ウィー

ラー(Wayne Wheeler)が起草したもので，アルコール含有量0.5％のすべて

の製造を禁止すること，禁酒を実行する機関を設置すること等を規定して

おり，議会は1919年10月10日に同法案を通過させど9）。

　（2）禁酒法修正反対協会の勝利と禁酒法の廃止

　以上の経緯を経て制定された全国禁酒法が，僅か13年余りの寿命の後，

1933年に廃止された理由は何か。第１に問われるべきは，禁酒法が成功で

あったか失敗であったかの問題と関連して，同法施行下における飲酒量で

あろう。禁酒法施行前のピーク時（1906－1910年）の14歳以上の国民１人当

たりの純アルコール消費量は2.6ガロン，禁酒法廃止直後の1934年のそれ

は0.97ガロンであったから，禁酒法施行下の飲酒量の大幅減少は明らかで

ある。泥酔による逮捕件数，アルコール中毒者数，肝臓障害等のアルコー

ルに起因する疫病件数も大幅に減じた。たしかにニューヨークのほか大都

市では「もぐりの酒場」がはびこったし，酒類の密輸入・密造・密売が組

織化されたが，1920年代後半には，アルコール価格は禁酒法施行前のビー

ルで６倍，ウィスキーでも３倍に達した。それは低収入層の近寄り難い価

格であり，かつ特に大幅に減少したのは労働者階層の飲み物であったビー

ルの消費であった。このことは，禁酒法推進者たちが最も憂慮した労働大

衆の飲酒による被害が減じ，かつ労働規律・労働能率の向上に資した，と

の推定を可能にしよう2o）。

　第２に，にもかかわらず，禁酒法の失敗はさまざまに論じられた。減少

したとはいえ依然として存続した飲酒，密造・密売の横行，取締りの不備
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と当局者の汚職・腐敗，組織犯罪の多発等である。　しかし，それらにもま

して無視しえなかったのは，これらの違法行為が，1920年代に急成長した

マスメディアの格好の題材となり，かつ東部大都市の知識人たちが，彼ら

の周囲の飲酒の横行を全国的現象として描き，また失敗した甚だしい愚行

としての禁酒法イメージをマスメディアを通じて印象づけたことである。

1929年のウィッカーシャム委員会で証言した鉄鋼会社の一重役の発言は，

示唆的である。変装してまで労働者と交わり，彼らの生活実態の調査を重

ねたこの人物によれば，「禁酒法問題に関して積極的に書き，語っている

人々の大多数は，禁酒法施行前の飲酒問題に接触したことがなく，またそ

れゆえ彼ら自身のレベルで観察した飲酒に関する変化に，不当に印象づけ

られた人々であった」ということである21）。

　第３に，禁酒法の廃止運動も考察に値する。アルコール飲料の生産に関

与していない一般大衆が，全国的禁酒法は社会的にも道徳的にも誤りであ

ると考え，反酒場連盟とその支持勢力の強引なカに対抗して組織化を始め

たのは，禁酒が実施されてボルステッド法の反社会的な効果が明らかに

なってきてからのことであった。このような組織の最初のものは，ウィリ

アム・Ｈ・ステイトン(William H. Styton)によって1920年にワシントンで

結成された禁酒法修正反対協会AAPA (AssociationAgainst the Prohibition

Amendment)であった。同協会は，反酒場連盟と同様，機能的な市民的圧

力団体として活動したが，当初から財界名士を指導層に擁し，1927－1928

年の改組後はピエール・デュポン,ＧＭ社のラスコブ,パッカード社のヘイ

ズらがすべての運営を掌握した。大衆的な反酒場連盟と対照的なAAPA

の性格は，その資金源に端的に示されている。反酒場連盟の1911－1925年

の歳入の98％は100ドル以下の献金から成り，90％は0.25－ 2 ドルであっ

たが，ＡΛＰＡの場合，100ドル以下の献金は，1928年に歳入の22％，1932

年に14％に過ぎず，1928－1932年のデュポン兄弟ら８名の献金は計70万ド

ルを越えた。反酒場連盟の１万ドル以上の献金は２件に過ぎず，ロック
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フェラー家の35万ドルは例外中の例外であった。ＡＡＰＡは全国禁酒法の

さまざまな弊害を宣伝したが，その中心論点は連邦権力肥大の問題であっ

た。それは,全国禁酒法によって連邦政府権力が不当に拡大し,本来立入る

べきでない個々の市民の習慣や自由，州・地方の自治等の領域を侵害し，

このため社会全体に法秩序そのものへの不信が生じた，と主張した。他

の反禁酒法組織には，1923年に結成された中庸同盟(Moderation League),

1929年結成の全国禁酒改革女性同盟(Women's OrganizationforNationalPro-

hibitionReform),1930年に始まった改革協会(Crusaders)等がある22）。

　第４に，これらの組織的なカに加えて，禁酒法評価を支えた社会全体の

価値観の変化と大恐慌が，憲法修正18条を廃止する上で重要な役割を果し

た。禁酒法施行期は，本格的な大量生産・大量消費の開幕期に当たり，い

まや需要の充足でなく，需要の喚起が時代の要請となった。需要剔出の専

門職として登場した広告業者は，人がより自由に，より魅力的になるため

には消費せねばならぬ，と説いた。大量消費・欲望解放の価値観は，都市

化の一層の進展，移民社会の成熟と相まって，アメリカ生活の理想に関す

る今一つの論点の変化をもたらした。その論点とは，特定の価値観に立つ

社会生活の管理から，あらゆる画一的管理からの解放への移行である。禁

酒法は，この意味からも排撃されねばならなかった。また，大恐慌後の

1932年の公聴会での発言の中で，フィオレロ・ラガーディア(Fiorello

Laguardia)下院議員は，禁酒法に反対する理由について次のように明確に

述べていた。「この（禁酒法廃止）法案がわれわれの前に提出された理由は，

第１に歳入の増加の必要性が大きいこと，第２に禁酒の実施が完全に失敗

したこと，第３にアメリカの大衆の態度が変化したことである。」下院の

ウェイズ・ミーンズ委員会で1932年12月に始まった公聴会でも，醸造業の

再生によって創出される職業一一醸造業者の利害と密接な利害を持った製

造業者，ビール醸造業者，モルト栽培者，ホップ栽培者などｰについて

多くの証言がなされた。醸造業者自体もいくつかの行動を起こし，例えば
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アンホイザー・ブッシュ社の社長オーガスト・Ａ・ブッシュ(August Ａ.

Buschパは，すべての議員に手紙を送り，彼らに重量で少なくとも3.2％の

アルコールを含むビールの製造と販売を認めるように要請した。全米醸造

業者組合ＵＳＢＡの代表者は議会の委員会に出席し，彼らの利益について

訴えた。

　要するに全国禁酒法は，下層大衆の節酒達成という成果のうえで，禁酒

法倫理の基盤をなした禁欲・自己抑制が大量消費時代にはかえって悪徳と

解され，一方において，大量消費・欲望解放の価値観が都市化の一層の進

展と相まって促進され，他方において，連邦権力による画一的社会管理へ

の反発によって，かつかかる世論動向を反中央権力の主張によって動員し

たＡＡＰＡの活発なプロパガンダ活動により，大恐慌を機に廃止に追込ま

れたのである23)。

　最終的には1932年６月29日，全国議会で民主党は，修正禁酒法の廃止と

ボルステッド法の修正を盛り込んだ綱領を採用し，ビールの製造と販売を

合法的なものとした。 1932年にフランクリン・ルーズベルトが大統領に選

出され，民主党が議会を左右し，変化は即座に起こった。 1933年２月に，

議会は修正18条の廃止を決定した。 1933年３月13日にルーズベルト大統領

は，ボルステッド法を修正する法案を議会に送り，議論の後，1933年３月

21日に，議会はカレン・ハリソン法案(Cullen-Harrison Bill)を通過した。そ

れによって3.2%のアルコールを含むビールは合法的となり，その法律は

1933年４月７日に施行されたのである24)。

　　4.禁酒法に対するビール醸造業者の対応

　ビール醸造業者が禁酒法によって事業活動を停止されたとき，彼らは存

続するためになんらかの方法を見出さなければならなかった。とりわけ，

全国的な規模で経営を行っていた醸造業者は，継続企業としてその道を

経済分野に求めたが，以下では，特に禁酒法時代に重点をおきながら。
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全国的な大規模ビール醸造業者の１つであったパブスト・ブリューイング

社(Pabst Brewing Company)の事例を取上げる。

　パブスト社は，巨大で古いアメリカのビール醸造会社の１つであった

が，同社は1844年に設立され，1860年代から第２次大戦終了時まで，アメ

リカのビール産業における指導的地位を維持してきた。パブスト社の歴史

は，次の４つの時期に分けて考えることができる。すなわち第１期は，

パートナーシップとして企業が設立された時から1873年に株式会社となっ

た時期，第２期は，1873年から1919年の禁酒法制定までの時期，第３期は

禁酒法施行下の13年間で，ビールと関係ない新しい事業に進出した時期，

そして1933年以後の第４期は，モー，－・トラックやビール缶のようない

くつかの流通・包装革命によって，ビール会社がますます全国市場制覇に

向けて拡張した時期である25）。

　（1）パブスト・ブリューイング社の設立前史（1844－1873年）

　パブスト・ブリューイング社となったビール醸造事業は，ドイツからの

移民ジェイコブ・ベスト(Jacob Best)と彼の４人の息子ジェイコブ・ジュ

ニア，チャールズ，フィリップ，ローレンツが，1844年にミルウォーキに

設立したベスト社(Best and Company)を嚆矢とする。当初，ウィスキーの

生産と販売がベスト社の事業の中心であったが，その後同社は，エール・

ビール，黒ビール，ラガー・ビール，ライムギ製ウィスキー，コーン・

ウィスキーなど，様々なアルコール飲料を製造・販売するようになった。

1853年にジェイコブ。ベストが引退の後は，息子のフィリップ。ベスト

(PhillipBest, 社名もPhillip Best-Empire Brewery として新たなパートナシップ会

社としてス，－ト）が跡を継ぎ，彼が中心となって事業の積極的な拡大をは

　図表１および図表２は，1850年と1860年のミルウォーキにおけるビール

事業の概要を示したものであり，図表３は，1866－1872年のミルウォーキ

における主要ビール会社の生産量を示したものである。これによって，年
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図表１　ミルウォーキにおけるビール事業の概要（1850年）

に300バレル程度のビールを生産していた小企業ベスト社が次第に生産量

を拡大し，キャプテン・パブスト(Frederick Pabsいは元船長であったことから

一般にそう呼ばれ，1862年５月にフィリップの娘マリアと結婚）が義父の事業に

参加した1864年（同年に社名がPhillip Best and Company と変更）までに，同

社の生産量は4,895バレルまでに増大し，ついに1869年には，ベスト社が

ミルウォーキ最大のビール会社に発展した様子が明らかである。 1866年に

フィリップ・ベスト（彼は1869年に死去）が事業から引退し，同じ年，バー

バリアからの移民エミール・シャンダイン(Emil Schndein)が，マリアの妹

エリザベスと結婚してフィリップ・ベスト社の事業に参加した。次いで

1873年３月13日，資本金30万ドルによるフィリップ・ベスト・ブリューイ

ング社(PhillipBest Brewing Company)がウィスコンシ州ミルウォーキで株

式会社として改組・設立され，キャプテン・パブストが社長，エミール・

シャンダインが副社長，会社創立者の息子の一人チャールズ・ベストが総

務部長として就任した27）．
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図表２　ミルウォーキにおけるビール事業の概要（1860年）

図表３　ミルウォーキにおける主要ビール会社の生産量（1866－1872年）
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　（2）パブスト・ブリューイング社の設立と発展（1873－1919年）

　1888年11月25日に，フィリップ・ベスト・ブリューイング社の副社長エ

ミール・シャンダインがドイツを旅行中に死去した。彼の死去とともに，

取締役会は会社に対するパブスト社長の貢献を長く銘記するため，社名を

キャプテン・パブストにちなんで変更することを決定した。かくして1889

年３月18日，パブスト・ブリューイング社( Pabst Brewing Company)が資

本金400万ドルの株式会社として正式に発足し，キャプテン・フレデリッ

ク・パブストが社長，シャダイン婦人が副社長，パブストの息子グス，フ

・パブスト(Gustav Pabst)が総務部長に就任した28）。

　ビールがまだ樽で売られている時，ビン詰ビールは初期のビール産業に

おいて高い注目を集めていた。ビンが最初に使われた頃，1882年にパブス

ト社（前フィリップ。ベスト・ブリューイング社）は高品質ビールのビンの首

にブルー・リボンをつけた。人々はこのブルー・リボン・ビールを求めた

　　　　　　図表４　アメリカ主要ビール会社の生産量（1895年）
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図表５　パブスト社における純利益と純資産の推移（1873－1918年）

が，1882年当時，それはまだ公式のブランドとはなっていなかった。1892

年までに，パブスト・ビールの特別ブランドはとても有名になったので，

会社は絹のリボン20万ヤードを購入し，それを作業者が各ビンに手で結ん

だ。1893年にコロンビア万博でそれがトップ賞を獲得したので，ブルー・

リボン（“BlueRibbon”）は1895年からパブスト社の主カビールの公式名と
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図表６　全米とパブスト社におけるビール販売量の推移（1873－1919年）

なった。賞と国際的認知によってパブスト社の成長は不動のものとなり，

図表４に見るように，1895年に同社は，アンホイザー・ブッシュ社，シュ

リッツ社を抜いて全米第１位のビール会社となった29)。

　ビールの成功が明白となったので，キャプテン・パブストは他の事業に
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も関係するようになった。彼はミルウォーキ商業会議所のメンバーとなっ

た1865年以来，市の問題に関与し，1871－1877年まで彼はミルウォーキ河

川委員の一人であったし，ウィスコンシン投身者救援委員会の創立メン

バーの一人であった。 1890年に彼は，ミルウォーキ＆ウォウワトサ内燃鉄

道会社の設立を援助し，その間，ウォウワトサとブルックフィールド町カ

ルホン・ロードに２つの牧畜農場を持っていた。またキャプテン・パブス

トは，事務所，劇場，ホテル，レストラン等の不動産にも投資し，パブス

トのレストランは，ミルウォーキのみならず全国にパブスト・ビールを販

売するのに貢献した。彼は芸術や教育の支援にも関心を持ち，ミルウォー

キ音楽協会のメンバーでもあった。彼の企業者として，また文化的・社会

的事業者としての成功によって，ミルウォーキにおける1890年代は「パブ

ストの10年」（“PabstDecade”）といわれている3o）。

　キャプテン・パブストは1904年１月１日に死去し，二人の息子グス，フ

・パブスト（社長）とフレッド・パブスト(Fred Pabst, 副社長。但し，フレッ

ドは翌1905年に副社長を辞任し，その後1921年にパブスト社の社長として復帰する

までの15年間，農業事業に従事）がビール事業を引継いだ。なお，図表５は，

パブスト社の1873－1918年における純利益と純資産の推移を示し，図表６

は，1873－1919年における全米とパブスト社のビール販売量の推移を示し

たものである。これによって。この期間におけるパブスト社の順調な拡大

の様子と，同時に，第１次大戦以後は，ビール事業自体も次第に厳しい時

代を迎えつつあったことが理解できる31）。

　（3）禁酒法に対するパブスト・ブリューイング社の対応（1919－1933年）

　禁酒運動に対するビール醸造業者の対応の遅れについては既に指摘した

が，パブスト・ブリューイング社の社長グス，フ・パブストは，1911年の

年次報告書の中で，「禁酒運動は色あせた」と述べていた。しかし，反酒場

連盟ＡＳＬなどの積極的活動により，1905－1913年に禁酒法制定の動きは
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急速に活発化し，既に1906年までに13の州がローカル・オプション（自治

体選択）による部分禁酒地区を有し，３州が全面禁酒となり，その後，９つ

の州が1914年と1915年に禁酒州として追加された。こうした事態に至り，

ようやく1916年の会議で，同年，全米醸造業者組合ＵＳＢＡの所長に就任し

たばかりのグスタフ・パブストは，彼の最初の演説の中で，状況の厳しさ

と全国的な禁酒法制定の危険を予想して，会員に次のように述べていた32）。

　　彼らの大多数は礼儀正しく法を遵守しているので，酒場の状況は大幅に改善さ

　れている。しかし，過去の伝統が，克服するのが難しい衝撃によって酒場への反

　対運動を助長している。……あらゆる経験や法律から推論するかぎり，アルコー

　ルの合法的輸送の禁止は，非規制の製造や広範な販売を制約し，また実際の飲酒

　の害悪を削減する可能性を除去するばかりでなく，飲酒は悪と規定してしまう法

　律によって取替えられることを意味する。

　パブストの予想通り，その後1919年10月にボルステッド法が議会を通過

し，これによって0.5％のアルコールを含むすべての飲料の製造と販売が

禁止された。15万の卸売や小売についてはともかく，工場と設備をもって

行動する無数のビール会社についてはどうなるのか。彼らは他の製品に転

換できるか，または彼らは売却されねばならないのか。禁酒法執行期間に

おけるパブスト・ブリューイング社の戦略と成果の解明が，以下での主た

る関心である33）。

①　新会社の設立と新経営者の登場

　1919年末までに，パブスト・ブリューイング社は過去の成果によってす

ばらしい財務状況にあり，最悪の事態に備えた。手元の現金は63万4,000

ドル，市場性ある有価証券は41万7,000ドル，その他の有価証券は121万

3,000ドル，受取手形は127万9,000ドル，棚卸資産は約100万ドルであった。

以上の450万ドル以上の流動資産に対して，会社は流動負債を34万5,000ド

ルしか持たず，長期社債が124万6,000ドルで，将来の事業開始のための自
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　　己資金は十分に整っていた34）。

　　　しかし，暗い側面もあった。　ビール会社がアルコールぬきの飲料を製造

　　して事業基盤を確立するためには，既に強力な会社によって独占され，競

　　争的となった新しい市場への侵入を必要とする。会社が20％の損失にとど

　　まらず清算されるのではないか，実験が危険ではないか等に関して，株主

　　の何人かに重大な疑いがあった。　しかし，４世代にわたって続いた家族に

　　備っていた古い従業員や事業に強い信頼を持っていたグス，フ・パブスト

　　社長は，ビール会社を閉鎖することを希望しなかった。新しい製品の開発

　　とは別に，事業継続の決定は，酒場やレストランの清算，新しい企業の管

｀　理形態についての問題を生んだ。これらの問題を解決するために，1920年

　　12月に２つの会社が設立された。生産業務を担当するパブスト社(Pabst

　　Corporation)と，工場・設備以外の資産を管理したり清算するパブスト不

　　動産会社(Pabst RealtyCompany)である。パブスト・ブリューイング社

　　は，その時点で清算された。同社の工場と設備は，新会社パブスト社の額

　　面株式100ドルの５万株と交換され，パブスト・ブリューイング社以外の

　　資産は，無額面株式4,000株との交換でパブスト不動産会社に委譲された。

　　パブスト社の受取った資産の帳簿価格は約57万ドル，パブスト不動産会社

　　の新しい資産の帳簿価格は約41万ドルで，両社の資産価格が低いのは，不

　　動産の約20万ドルが既に1919年と1920年に売却されていたこと，手取り金

　　がパブスト・ブリューイング社の株主に対する清算配当で支払われていた

　　という事実による35）。

　　　グスタフ・パブストが生産会社の社長，ヘンリー・ダュシェフスキーが

　　副社長，ヘンリー・ス，－クが総務部長と財務部長を兼務した。新しい経

　　営陣は，理想的な適材適所ではなかった。ヘンリー・スタ－クは60歳で健

　　康を害していたし，ヘンリー・ダュシェフスキーは不動産の専門家で，生

　　産や販売の問題に未経験であった。グスタフ・パブストは醸造事業のあら

　　ゆる面に長い経験を持っていたが，彼の主要な関心は生産で，会社が今直
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面している新しいタイプのマーケティング問題に個人的経験は乏しかった。

これらの困難に加えて，スタークが1921年３月14日に死去したため，マー

シュ・リフリゲータ・サービス社のＨ・Ｗ・マーシュが総務部長兼財務部

長となった。いずれにしてもパブスト社は，最適な最高経営者の確保が目

下の急務であった。

　しかし，新しい製品の製造と販売の両面に経験のある一人の経営者がい

たので，会社は落胆していなかった。その経営者とは，フレッド・パブス

ト(Ferd Pabst)である。彼は，苦境にある家業のかじ取りをするため，15

年以上の農業経営から1921年に事業経営にもどってきた。かくして，グス

タフ・パブストは1921年12月23日にパブスト社の社長を辞任し，彼とヘン

リー・ダニシェフスキーは不動産事業に専念した。これによって，新しい

製品の生産と販売がフレッド・パブストにまかされた。彼は，マーシュ・

カンパニーからのＨ・Ｗ・マーシュおよびヒューゴ・クウェシェンマイ

スターらの協力を得て新しい組織を作った。マーシュは生産会社パブスト

社の副社長となり，クウェシェンマイスターは財務部長となった。その他，

それぞれの分野に長い経験を持つ広告管理者のＦ・Ｈ・スクイエアと，フ

レッド・パブストより唯一の高齢者で全研究所の責任者アルフレッド・Ｊ

・シェドラー博士らが，その後の会社の発展に大きく貢献した36）。

②　新製品の開発

　1925年からのパブスト社の利益は，同社の製造技術や販売力，全般的な

企業の成長に基づく新製品開発の結果である。 1919年以来，４つの明白な

コースが会社に開かれていた。それらは，①ビールに近いものを含むソフ

ト・ドリンク，②薬用・パン製造・家庭使用のためのモルト・エキスや

シロップ，③チーズや他の加工食品の製造，そして④ミルウォーキの大産

業の１つである機械製造のような全く新しい分野に転換することであっ

た37）。

　第１に，パブスト社は，コンチネンタル・エンジュアリング社からガソ
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リン・エンジンの揚弁を回転させる器具の製造の排他的権利を獲得するた

め，２万5,000ドルを投資した。パブスト社の子会社としてアメリカン・

ロータティング。バルブ社がミルウォーキに設立され，醸造事業の建物の

なかに工場が造られた。ほとんどすべての自動車会社がこの種の器具を使

用せねばならなかったので，市場は巨大であった。　しかし，参入は商業的

に成功せず，1924年にさらなる発展は放棄された。次いでフレッド・パブ

スト社が，継ぎ目のないパイプ接続の特許「ニップル」（“nipples”）の製造

に参入した。 1922年に，この会社の株式が10万ドルでパブスト社に売却さ

れ，1929年までに，この子会社は全部で約9,690ドルの純利益を上げた。そ

の年，ニップル・パイプを製造していた会社フランク・ヮイダーマン社の

株式がパブスト社に移され，同社は解体された。金属製造のこれらの実験

は，巨大ビール会社が新しい状況に対応するため，あらゆる可能性に挑戦

していた典型を示すものであった。

　第２は，会社の伝統や経験にもっと近接していた，ビールに近い強壮剤

やモルト・シロップの製造であった。これらは，ビール醸造の古い仕事の

多くを永続させたが，すべての新しい飲料は，醸造の全ての能力やボトリ

ング能力の25％以上を利用できなかった。　ビールに近いものやモルト・シ

ロップは，単なる古いパブスト・ビールそのもので，それは超濃厚な麦芽

汁で醸造され，約１％のアルコールを獲得するまで通常低温でゆっくりと

発酵され，そして法定の0.5％限度までアルコールを下げるために薄めた

ものである。後にこの工程は，正規の３～４％のビールを醸造する工程に

変更された。当初モルト・シロップは，パンや薬品会社が主たる顧客で

あったが，言要は醸造会社の数に比べて小規模であった。モルト・シロッ

プの多様化の可能性を求めた２年間の実験の後，蒸発工程の後で醸造と濃

縮のときこホップが追加され，シロップは急速に広範な市場を確保した

ホームメードの飲料での使用に適するものとなった。モルト・シロップの

評判が増加したので，パブスト社はこの製品の質を開発する方針をとり。
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標準的なブルー・ラベルのモルト・シロップに高級ビールと同様の意味を

示す新しいブラック・ラベル(Black Label)をつけた。このブラック・ラベ

ルに加えて，自分自身の商標でそれを缶詰にしたりビン詰めにするディ

ラーのために，ラベル付きのモルト・シロップとラベルが付かないものが

製造された。パブスト社のミルウォーキにおける競争会社であるシュリッ

ツ，ブラッツ，ミラー，ゲテルマン，クリーム・シティ等の各社も，モル

ト・シロップ，ビールに近いもの，その両者を製造した。シュリッツ社の

ようないくつかの巨大会社も他の製品を製造したが，モルト・シロップは

この期間に営業し続けたほとんどのビール会社の主力製品となった。

　第３に，ジンジャエールや種々のフルーツ・シロップのような禁酒法時

代の飲料が，ビールに近いものやモルト・シロップと同じ販路で販売され

た。それらがまた相対的に安定していたのは，砂糖が多く含まれていたこ

と，温暖な期間に冷却しないでビンや陶器で輸送や貯蔵ができたからであ

る。こうした観点から，種々の飲料は，ビールに近いものやモルト・シ

ロップの事業を拡大し，それらの注文だけでは不適当な運搬量を満たす援

助をした。その一方で，小規模なビンに入ったジンジャエールやクリーム

ソーダは量に対して価格が高いので，鉄道による輸送が有効であることは

なかった。これらの製品に特化した会社は，大量の輸送集中，ローカル・

センターでの炭酸注入やボトリングによってのみ利益のある全国販売が可

能であった。フレッド・パブストは，この後者の開発を実施する準備はし

なかったが，賛否両論を検討して，ソフト・ドリンク事業の拡大を決定し

た。1923年５月31日にパブスト社は，４万5,000ドルでシェボイガン飲料

会社から同社の資産，暖簾，商標，調合法，生産工程を購入し，ジンジャ

エール，クリームソーダ，他のソフト・ドリンクやシロップの生産を引き

受けた。

　パブスト社が進出した第４の主要製品で，モルト・シロップと同様に重

要なものは加エチーズであった。他のビール会社は，モルト・シロップと
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同様に穀物飲料，ソフト・ドリンク，キャンデー，機械生産に転換した

が，パブスト社はチーズの大規模生産を開始した唯一の会社であった。こ

れは，フレッド・パブストが良質チーズの開発に個人的関心をもっていた

結果である。彼は，ミルウォーキの西方30マイルのオコノモウォーク湖に

彼の資産で設立したパブスト・ホルスタイン・ファームズ(Pabst Holstein

Farms)として知られる会社を通じて，チーズ製造に数年間の経験があっ

た。シェドラー博士と研究所スタッフの協力で，同社の製造工程は，チー

ズ製造で通常は消却されていた凝縮した牛乳を再処理するために開発さ

れ，その結果，混合物を殺菌し，旧スタイルのチーズより少量でパッケー

ジされ，より滋養があって長もちする加エチーズができた。フレッド・パ

ブストが彼のホルスタイン・ファームズの設備を醸造会社に売却した1923

年12月に，古い冷凍工場（冷凍発酵所と貯蔵所バは，チーズの工場と倉庫に

転換された。この部門の従業員は1925年12月の33人から1926年12月の12

8人，翌３月までに176人に増加した。パブスト社のチーズは，次の３つの

ブランド名で販売されていた。（1）アメリカン，ブリッタ，ピメント，スイ

ス，リンバーガ低温殺菌のローフ・チーズを含むパブスト・ワンダー・プ

ロセス・チーズ，（2）パブスト・エトと呼ばれる高級の新しいチーズ, (3)ブ

ローカーを通じて大量のチーズとして販売される低温殺菌されたパッケー

ジ・チーズである。このうち，品質を強調するパブスト社の伝統を維持し

ながら，年代ものの輸入されたシェダー・チーズを一部混入してあるパブ

スト・エトは，半ポンドでパッケージされるか別々に小さくラップされ，

主要なチーズ製品として力を入れられた。 1930年10月31日までに，チーズ

の販売はパブスト・エトが907万2,800ポンド，ローフ・チーズが350万

2,200ポンド，パッケージ・チーズが122万3,370ポンドとなっていた。　し

かし，これらのチーズ生産における問題点は，特許権使用料の支払に対す

る追加費用の負担が大きかったことである。1927年２月25日にウィスコン

シン東部地区のアメリカ地方裁判所は，他のすべての製造会社が，クラフ
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　　　　　　　　禁酒運動対ビール醸造業者，1919－1933年

ト社に対するチーズ生産と保存に関する基本特許料の支払を支持する決定

を行っていた。パブスト社が自発的に意図していた製造費用の一層の追加

は，標準的な品質を越える同社の考えによるもので，パブスト社のチーズ

は競争者のものより長く日時がたっており，その結果，在庫費用はさらに

高くなった。

　以上の４つの主要製品の生産のほかに，フレッド・パブストは，他にも

図表７　パブスト社における各製品事業部別の売上高・費用・利益（1926－1929年）
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新製品の開発に注目していた。実験が，砂糖の一種である果糖についてな

されたが，コストが商業的成功のために十分引下げられなかった。農業部

門はその後も同様の実験を継続したが，果糖の価格はまだ依然として高価

であった。　ビール会社の深い井戸からの水は，アルテシア・ウォータとい

うブランドでビン詰めされたが，井戸の掘削や拡大が困難であったため，

この実験はまた放棄された。あらゆる飲料製造業務や大規模にチーズを生

産しても，醸造設備のすべてを活用することはできず，したがって床ス

ペースの約半分は他社に賃貸しされた。これが毎年７万5,000ドルから10

万ドルの利益をもたらし，他にもいくつかの製品が実験されたが，禁酒法

の期間，賃貸しはその最大の収入源でもあった。

　なお，図表７は，1926－1929年までの各製品別の売上高・費用・利益等

を，参考までに示したものである38)。

③　マーケティング問題

　新製品のマーケティングは，ビールの販売とは異なった問題を提示した。

各主要な新製品が異なったタイプの販路に販売されたので，別々の販売組

織を必要としたからである。ビールに近いものやソフト・ドリンクは，ビ

アセールスマンが慣れていたホテルやレストランのほか，ドラック・スト

アやドリンク・スタンドの提供者に販売された。　しかし，各製品ごとの売

上が小規模であったので，少数の支店，少数の営業所，少数のセールスマ

ンによって全国市場をカバーする必要があった。禁酒法以前からの40余り

の支店のうち，約６つのパブスト支店のみが存続した。既に指摘したよう

に，運送後の利益幅はこれらの製品について小さかったので，地方の競争

を戦うことは難しかった。またモルト・シロップは，ソフト・ドリンクや

食品マーケットのいずれにも関係していない仲介業者，卸売業者，ボト

ラーの特別のグループに販売された。チーズ製品は，雑貨や食料品を供給

し，あるいはパブスト社の強力な全国競争業者であるクラフト社やボーデ

ン社のチーズを既に扱っている他の地方流通業者を通じて販売された39)。
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　それぞれの市場における巨大な専門的競争業者に対抗する必要があった

ため，パブスト社の主要な管理問題は有能な販売管理者を確保することで

あった。ビール販売で訓練された人を再教育することは難しかったため，

新しい人が３つの新部門を統合するために雇用された。またビールは，地

方の競争状況によって左右される割引ベースで販売されていたが，新製品

には，一定量に対する単一の全国的価格が重要であることが明らかになっ

た。 1926年にパブスト社の取締役会は，「価格引下げ，特別の割引や値引は

必要ない」と明言していたが，これ以後，売上高に基づいた固定割引が通

常のこととなった。

　マーケティングにおける最も重要な変化は，1924年のチーズ部門の追加

と，大規模な販売キャンペーンの開始とともに起こった。その時までは小

規模売上に対応していた販売支出が，その最初の年に３倍になった。販売

スタッフは150％に増加し，本社要員は２倍になった。同年６月18日にパ

ブスト販売会社(Pabst Sales Company)が，会社がいろいろな州に建設せね

ばならないチーズ貯蔵所に割当てられる州外の会社資産に対する地方税を

回避するために建設された。この拡張における200万ドル近い投資のリス

クは1924年末までに十分正当化され，1925年末には，業務からの粗利益は

1923年の250％増となり，製造からの純利益があったのはそれが禁酒法以

来の最初の年となった。

　1925年を通じて，高級チーズのパブスト・エトに対する巨大な広告キャ

ンペーンが展開された。　８月12日にパブスト社は，ニューヨークとブルッ

クリンの市電に１年間の展示広告をするため，ニューヨーク市の市電広告

会社(Street Railways AdvertisingＣｏ.）と４万ドルの契約を結んだ。９月２日

に，主要なウェスト・コースト・シティにおける２万4,000ドルのビル

ボードと新間キャンペーンがクローバン・ピーターソン・ダンロップ・ヤ

ングリーン社と取決められた。1926年には窓口がさらに広げられ，追加的

な銀行信用が100万ドルに達して，販路の拡大が一層可能になった。広範
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な地方広告が，すぐれた製品であるパブスト・エトに対して，クローバン

・ピーターソン・ダンロップ・ヤングリーン社を通じて引続き展開された。

６月から11月にかけて，主要な中西部諸都市における「生き残り広告」の

ために２万1,000ドル消費することを代理店は要求したが，これは，同地

区において販売されるパッケージ・チーズ１ダース当たり15セントの支出

に相当した。次いで，11月に始まったシカゴ市場のための特別の３ヵ月の

キャンペーン，さらにアメリカン・ウィークリー，サタデイ・イブュング

・ポスト，リバティ，プログレッシブ・グローサ，チェイン・ストア・エ

イジ，その他種々の新聞における12月から１月の広告に引継がれ，この販

売促進のための総費用は10万ドルとなった。

　1927年の広告キャンペーンは，前年をさらに凌駕した。チーズ広告だけ

で，チーズ部門の長としてカナダ・ドライ・ジンジャエール社から最近就

任したマーケティングの専門家であるＷ・Ｒ・パターソンの指揮の下，年

間総額30万ドル，つまり販売されるパブスト・エト１ダース当たり15セン

ト費やすことを取締役会は決定した。チーズの売上は，この広告戦略にう

まく対応した。 1927年にパブスト・エトとバルク・チーズは初めて利益を

示したし，ローフ・チーズの損失は減ったので，チーズ部門全体の損失は

約５万ドルとなった。市場の高度な競争的性格と，パブスト社のキャン

ペーンがまだ３年であるという事実を考えるとかなりの成果で，次の年，

損失はさらに約２万5,000ドルに減少した。モルト・シロップの広告につ

いては，追加の５万ドルが，この部門の広告マネジャーのジョセフ・ドリ

ベンの監督の下で消費された。会社の主要な利益源であったモルト・シ

ロップの場合は，広告は比較的に非効率であった。シロップ部門の利益

は，主に全国ないし地方での競争の増加により，1926年の34万7,000ドル

から1928年の21万5,000ドルヘと徐々に減少した。

　1929年10月と11月の大恐慌期にもかかわらず，モルト・シロップだけで

50万ドル以上，全ての製品の合計で102万8,000ドルの広告キャンペーンが
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各地で行われた。地方紙のフル・ページ広告が，チーズやモルト・シロッ

プの新しい市場開拓のために使われた。セールスマンや販売部門の給料

は，1929年の23万2,000ドルから1930年の58万7,000ドルに増加した。

パブスト社が以前シロップ事業に使わなかった小売業者救済が合計で12万

2,000ドルとなり，これは，パブスト・ブリューインダ社が試みたいずれ

の規模より大きかった。また，パブスト。ペップ・セールス・ブースター

　(Pabst-Pep Sales Booster)という月刊新間も，販売要員の効率と熱意を刺

激するために1930年半ばからスタートした。 1930年が相対的な不況である

ことを考えると，市場はこれらの販売努力にうまく応えた。純売上高は988

万ドルに達し，モルト・シロップの売上は，パブスト社とピューリタン社

（1930年１月にパブスト社が買収したPuritan Malt Extract Ｃｏ.）の合計で1929年

のそれを28万1,000ドル越えた。これら２社に対する販売費は1929年より

70万ドル増加し，１万1,000ドルの純損失となったが，繁栄が期待される

ので良い投資であったといえる。

　1931年に会社は再び，市場を拡張すべきか削減すべきかの決定をせまら

れた。ジャーナリストや経済学者が1931年の早期回復を予想していたの

で，パブスト社の経営者は積極策を追及した。ピューリタン社の買収がモ

ルト・シロップの売上を増加している間に，チーズの売上はマーケティン

グの困難により採算点以下であった。大都市以外で，会社が販売していた

配給業者の多くは競争業者の代理業者で，これはコストがかかり，トラブ

ルの原因であった。パブスト社は，チーズ販売専用の販売組織を作ること

は考えておらず，その一部は，1930年にジェネラル・フーズ販売会社の

マーケティング設備の拡張を通じてなされた。ジェネラル・フーズ社は，

パブスト社のチーズ製品に対して700の地方ワゴンを提供し，同時に，

ジェネラル・フーズ社が新しい巨大組織を支援するという販売契約を結ん

だ。　４年間の契約にサインし，それは1931年１月１日から実施され，パブ

スト社はワゴン・ディストリビューション・ルートの維持と，ウィンド。
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図表８　パプスト社における販売費の推移
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ディスプレ，広告媒体，デモンストレーションのサービスを保証された。

パブスト社は次いで，販売されるパブスト・エト１ダース当たり10セント

を広告に消費することに同意した。これによって，地方のディストリ

ビュータを援助するためにパブスト販売会社によって設立されたチーズ倉

庫を廃棄することになり，パブスト販売会社もその役割を終わった。

　図表８は，1921－1924年と1929－1931年の販売費の推移を示し，図表９

は，1928－1932年の各製品部門ごとの売上高推移を示したものである。

1931年のパブスト社の純売上高694万ドルは，1930年を除く禁酒法時代の

最高であったが，内容はあまり良くなかった。チーズや穀物飲料の総売上

高は前年より200万ドル低下し，それはこの部門の業務による51万7,000ド

ルの純損失となり，モルト・シロップの売上高は120万ドル低下し，６万

3,000ドルの利益のみを示した。売上高より価格の急激な低下が，両部門

の不振の原因である。不況が激しかったので価格は費用より早く下がり，

一方，費用の多くは以前の契約によって固定されたからである4o)。

④　財務的な拡大

　図表10は，1921－1932年におけるパブスト社の全般的な財務状況を示し

たものである。先ず，運転資本の欠如が1920代初頭の同社にとって深刻な

事態であったことが分かる。普通株式に対する配当と事業会社からの不動

産の400万ドルをこえる分離を弁済するパブスト・ブリューイング社の支

図表９　パブスト社における各製品事業部別の売上高推移（1928－1932年）
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出は八日会社の資産の３分の２から調達された。さらに株主は彼らの株式

を売却し続け，それが部外者の手に渡るより，フレッド社長や会社はそれ

らを購入した。既存のパブスト社の株主に対してこの株式の一部ないし全

てを売却する努力がなされたが，1922年の市場の低迷で取得希望者は少な

く，8,000株式は金庫に残った。これは残存した株式の価値を増加したが，

会社の運転資金の枯渇を招いた41)。

　こうした状況は1923年12月に終了し，その時フレッド・パブストは，パ

ブスト・ホルスタイン・ファームズのチーズ部門を70万4,775ドルでパブ

スト社に売却し，その見返りに５年以上の手形を受取った。事業活動は新

しい製品の開始によって次の年に多大の営業費増を示したので，棚卸資産

は手形の支払のために縮小された。 1923年と1924年に，会社の財務状況は

最低の不振を示しているが，好転する兆候４はあった。 1925年に，販売活動

の努力により22万7,849.33ドルの利益となり，次の年，追加的運転資本の

ために100万ドルの銀行からの借金を交渉するまでに業績が好転した。少
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財務状況の推移（1921－1932年）

なくとも，主要な問題であった運転資本不足は解決したのである42)。

　予算と会計の新しい方法は，1926年の販売キャンペーンを計画した時に

導入された。重要な町や都市のまわりの各地域が，製品ごとに別々に調査

された。セールスマンは，広告や販売促進の費用に対応して，どれくらい

の売上増加が期待されるかの見積りについて質問された。大学で訓練を受

けた会計人Ｒ・Ｃ・ジーマーマンの監督の下，販売費会計の制度が導入さ

れ，コストや収益を多くの製品や地域ごとに配分することによって，強い

ところと弱いところが正確に判定された。こうして1926年に，特別費用控

除前の利益は43万5,000ドルに達し，それはビール醸造の古い時代を思い

出させるものであった。特別税のための補助金を設定したり，未利用設備

の販売によるかなりの帳簿上の損失を差し引いても，純利益は以前より大

きく，ビール業務による20世紀の平均に匹敵した。

　会社はまた，事業拡張で急激に増大した短期の負債の大半を返済するた

めに，1927年初頭に150万ドルの社債を発行して財務状況を改善した。
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ファースト・ウィスコンシン・ナショナル。バンクを中心とする金融集団

は，パブスト社をまだ非常にリスクのある会社と判断していた。　しかし銀

行は，パブスト社の建物を400－500万ドルの価値を持つと判定し，パブス

ト社によってその時使用されていない古いスペースの半分を賃貸しするな

ら，毎年20万ドルの利益をもたらすと算定した。したがって銀行は，1930

年３月１日までに年間15万ドルで満期となる5.5％の第１次抵当権付き社

債を引き受けることとなった。

　1928－1929年までに，会社は新しい事業分野の基礎を確立した。毎年600

万ドル以上の売上高はビール事業の戦前の平均に匹敵し，資本と剰余金の

合計は約380万ドルにのぼり，総計83万2,000ドルの純利益は1925－1929年

の５年間で稼いだ。平均すると4.5%である。業務は新しい非常に競争的

な事業で，しかも法の厳しい監視の下で始まったので，パブスト社の経営

者を満足させる成果であった。

　事業は全体としてうまくいっていたが，困難もあった。当初から加工食

品とソフト・ドリンクは，ビール醸造事業より利益幅が小さかった。 1929

年に受取った純売上高625万6,000ドルのうち，原材料だけで379万2,000ド

ル，直接製造費が462万2,000ドルで，それは売上の73.85％であった。この

意味するところは，ビール時代に販売費・管理費・すべての他の費用を含

む総費用の割合が売上高に対し平均で60％以下であったのに比較すると，

配当や利益のために残っているのは26.15％ということになる。パブスト

社の製造費は，伝統的に品質に固執したので競争業者の２倍となり，会社

は品質の低下を考えなかったので，コスト引下げの唯一の道は売上増で

あった。

　1930－1931年の不況期は，生産費と給料が削減され，在庫は最小限に押

えられ，広告は細心の注意でなされた。ジェネラル・フーズ社との販売契

約の中止は，利益の無い支出の削減に導き，パブスト社に10万ドルの現金

支出を可能とした。その結果は奇跡となっ｡だ。1932年の最初の７ヵ月です
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べての３部門が利益を示し，そして会社は合計14万ドルの純利益を上げた。

広告を削減したり価格を引下げたが，純売上収益は毎年610万ドルの割合

となり，会社は不況を切り抜けることができた。

　1932年半ばまでに，ボルステッド法の修正とビール製造の合法化の動き

が，大統領選挙の結果とは無関係に活発になってきた。その結果，それま

で事業を継続してきたすべてのビール会社が，本来の仕事への復帰を考え

ていた。パブスト社のフレッド・パブストも，禁酒法廃止に備えて大規模

な醸造業務再開の準備を進め，２つの会社の合併を指示した。　１つは1932

年11月，プレミア・モルト・プロダクト社とパブスト社の合併で，プレミ

アム社は巨大なビール会社でなかったし全国的に著名ではなかったが，適

正な運転資金，巨大な販売要員，多くの支店，技術者で投資家のハリー・

パルスタイン(Harris Perlstein.1933年にパブスト社社長に就任）を長とする有

能な経営者グループを持っていた。もう１つは，1933年３月にプレミア・

モルト・プロダクト・セールス社を合併してプレミア・パブスト・セール

ス社(Premier-Pabst Sales Ｃｏ.）としたことである43）。

⑤　労働問題

　最後に，禁酒法時代におけるパブスト社の労働問題について簡単に概観

　　図表11　パブスト社における製品事業部別の工場従業員数（1924－1932年）
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しておこう。図表IUは，1924年，1929年，1932年の同社工場における製品

事業部別従業員数（運転手，行商人，都市地区販売員，輸送担当者を除く）の推

移を示したものである。この期間，パブスト社の従業員数は大幅に減った

が，フレッド・パブストは会社従業員全体の福祉に関心があり，彼はまた

長年，ミルウォーキ郡市協会の執行メンバーであったし，彼の時間の多く

を黒入の助成に割いていた44）。

　ボトルエ場で必要とされる労働者の数が小さいことが主な理由で，パブ

スト社の新製品に基づく事業活動は，本物のビールを醸造するのに使われ

る従業員の半分以上を必要としなかった。 1919年の後半から1920年の初頭

の間に，工場長は一般に社内に留まったが，ビールに近いものやモルト・

シロップの将来が不確実と感じた多くの古い従業員が他の産業に転出して

いった。そこでビール会社は，1920年と1921年に全米醸造労働者全国組合

(InternationalUnion of United Brewery Ｗｏrｋｍｅｎ）と１年の契約を結び，イン

フレがピークに達した1920年５月に労働者にとって必要な高い賃金水準を

提示し，新しい業務をカバーするための人員確保に努力した。　しかし間も

なく1922年春までに，ミルウォーキ醸造業者は，賃金引下げとオープン・

ショップ（労働組合員以外の労働者をも雇用する工場）を受入れるように組合

に強要することを決定した。これは，ミルウォーキ従業員組合が，第１次

大戦以後に他の都市がクローズド・ショップ（雇用契約を結んでいる労働組

合員以外のものは雇わないエ場）の活発な運動を展開した形態を真似て，彼ら

は醸造業者にこうした方向に従うことを強制し，ミルウォーキを完全なク

ローズド・ショップの都市にすることを促進しようとしたこと，だが国は

深刻な不況にあり，醸造業者も新しい製品を販売する努力で資金を失って

いたことによる。パブスト社も，1920年，1921年，1922年に大きな損失を

示し，さらに醸造労働者は，禁酒法以前のベテランの職場を主に若い従業

員が占め，経営者はこれらの新参者に対して同じ様な責任を感じていな

かった。かくしてミルウォーキ醸造業者と醸造組合の５つの地区の交渉の
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決裂が1922年４月に起こり，組合契約にサインしたブラッツ社を除き，ミ

ルウォーキ醸造業のすべてでストライキが起こった。全国組合執行委員会

は，パブスト，シュリッツ，ミラー，ジェントルマン，クリーム・シティ，

ミルウォーキ・ウォウケシャ・エージェンシーの各社を組合労働者に不公

平な会社としてリストし，一方，ブラッツ，インデペンデント，プレミア

・モルツ・プロダクト社（1932年にパブスト社と合併），アンホイザー・ブッ

シュ販売会社，バレンタイン，エブリングの各社を，公平な会社と規定し

た。　しかし，ストライキ中にもかかわらずパブスト社は，1923年と1924年

に，一般的好景気によって1922年より損失が少なかったし，1925年には禁

酒法期間で最高の利益をあげることができた。

　フレッド・パブストが1926年初頭まで躊躇している間に，1925年半ば

に，競争者以上の利益を得るためにシュリッツ社とクリーム・シティ社が

組合契約にサインし，こうしたシュリッツ社の行動が統一戦線を破棄し

て，他の醸造業者も組合とタローズド・ショップ契約に入ることを再び強

制された。かくして1926年４月１日に実行された２年の契約によって，ミ

ルウォーキ醸造業者においてクローズド・ショップが一般に認められ，雇

用者は組合メンバーを雇用したり解雇する完全な権限を持つと同時に，組

合によっていかなる労働者も供給されない時，臨時的な認可カードが非組

合労働者に認められることになった。さらに，１日８時間労働，強制的な

仲裁裁定，無数の福祉条項等も含まれており，婦人・火夫・技術者を除く

全ての完全な資格をもった労働者の賃金は，１週44時間に対して29ドルか

ら31ドル，ボトルエ場のみで雇用されている婦人は20ドル，火夫は33ド

ル，技術者は36ドルと規定された。一般に低下しつつあった業界組合の期

間において，こうした労働契約は，労働者の視点から非常に前進した満足

のいく同意であった。例えば賃金率は，1926年の第２の４半期に対して，

製造業における熟練ないし半熟練の労働者について，１週44時間による基

本的週給は31.27ドルであったから全国産業委員会の評価以下であったが。
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平均の時間給は65セント高かった。また，雇用者と組合のそれぞれから２

人の代表と，もし必要なら外部から選ばれた５人の委員による強制的な仲

裁裁定は，アメリカの労働組合の歴史においては初めての規定であった。

この形態の契約の採用以後，ミルウォーキ醸造業者において組合員による

ストライキは全く行われなくなったのである。

　(4)ビール醸造の復活と全国市場制覇の展開(1933－1946年)

　禁酒法が急速に進展する以前の1911－]｡914年までに, 3,300万の人々は

すべてのアルコールの販売が自治体選択によって規制されていた地域に住

み，1,300万から1,400万の人々は絶対禁酒の州に住んでいた。 1933年の禁

酒法廃止によってビール醸造が復活し,ビールに対する自治体選択は2,170

万の人口をもつ地域のみでなされ，まもなくその多くが廃止され，絶対禁

酒州の人口は800万人くらいに減少した。新しい時代の1944年頃までに，

ビールを全面的に禁止する州はなくなり，かくして醸造業者の市場は以前

よりはるかに拡大した。その一方で，新しい技術革新や経済的発展が，巨

大ビール会社に未曽有の市場拡大を可能とした。モーター・トラックが中

距離都市への供給を容易にし，パブスト社がパイオュアとなって使用した

金属釜が木製釜より優れていることが証明され，醸造業者の数は1914年の

1,400社から1934年の700社に減少した45)。

　広告利用の増大，家庭消費の増大傾向は，巨大ビール会社が大衆に対し

て継続して製品を供給できることを可能にした。パブスト社は，1934年と

1935年に広告に年間約200万ドルを投資し，1934年に同社は，ビール会社

のなかで新間広告利用のトップとなり，競争業者のアンホイザー・ブッ

シュ社より77％多くスペースを利用していた。 1935年に他の醸造業者はパ

ブスト社に追随して新間広告支出を増加したが，パブスト社のスペースの

トップは変わらなかった。ベン。バーニのラジオ・ショウは，火曜日夜の東

部標準時間の９時から30分間，全国のラジオ・プログラムのゴールデン。
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タイムにブルー・リボン・ビールのために続いていたが，週当たり4,000

ドルの契約に対してバーニは他の製品を放送しないことに同意した。

　しかし，1933年以後のこれらの要因のいずれよりも重要で，企業の観点

から醸造業全体の歴史において最も重要な発展の１つは，1935年７月に，

パブスト社がビール缶を最初に導入したことである。パブスト社の場合

も，地方のビール会社との競争で巨大ビール会社による最大の不利益は，

輸送費であった。そこで，ビール缶は軽量であること，破損のないこと，

輸送・貯蔵・冷却が容易で包装や積荷のスペースを効率的に利用できるこ

と，しかも回収の必要がないこと等により，この不利益を解消できた。

1937年末までに，缶ビールはミルウォーキ市場の10％を占め，それはその

後も次第に増加していった。ビールはソフト・ドリンクと違って，ローカ

ル・ボトリングのために凝縮した形態で輸送されないが，最終形態で醸造

業者から輸送されなければならない。かくして輸送の進展と缶の出現に

よって，主要な地方市場が巨大ビール会社に開放され全体の市場は巨大と

なったので，巨大企業の発展が少数の全国ビール会社に可能となった。図

表12は，1934－1946年の全米におけるビール売上の推移を示したものであ

るが，ドラフト・ビール（地元会社による生ビール）に代わってパッケージ

図表12　全米におけるビール売上高の推移（1934－1946年）
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図表13　パブスト社における純資産価値の推移（1933－1946年）

・ビール（巨大会社による缶詰め・ビン詰めビール）の全国市場における割合

の着実な増加が明らかである。また，1911年のビッグ３（パブスト，アンホ

イザー・ブッシュシュリッツ）の生産量は総売上高の約７％であったが，

1941年にそれは14％となり，それに対応してビール会社の数は，1934年の

700社からさらに1943年の500社へと減少した。競争が，経営の良くない非

効率なビール会社を削減したからである。

　図表13は，1933－1946年までのパブスト社の純資産価値の推移を示した

ものであるが，1946年のそれは1933年の２倍であった。禁酒法廃止から第

２次大戦終了までの期間は，生産・販売・収益の観点からみても，かなり

の成功であった。パブスト・ビールの生産は，1933年70万八レル，1934年

100万八レル，1936年150万八レル，1941年200万八レル，1942年240万八レ

ル，1946年には業界トップの300万八レル以上であった。全国売上におけ

るパブスト社の割合は，1935年の2.43％から1936年2.82%, 1937年3.05％，

1941年3.9‰1946年4.1％へと増加した46）。

　パブスト社の株式は，それまで同族中心に保持されていたが，いかなる

個人も巨大会社の過半数を支配できなくなった。フレッド・パブストと彼

の息子は，依然として最大株主であったが事業はもはや同族企業ではなく
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図表14　パブスト社における従業員数の推移（1878－1901年，1933一1946年）

なり，その結果，経営はキャプテン・パブストやフレッド・パブストの時

代より専門的で非個人的なものとなった。本社はシカゴにあり，1933年４

月１日に，フレッド・パブストに次いでハリー・パルスタイン(Harris

Perlstein)が社長，フレッドは副社長に就任した。1938年12月20日に，パブ

スト社の株主は，社名をパブスト・ブリューイング社(Pabst Brewing

Company)に戻すことを決定し，翌1939年２月22日，フレッド・パブスト

は副社長を辞任し，新会社の取締役会長に任命された。また1946年３月に

は，フレッド・パブストの息子ルドルフ・パブスト(Rudolf Pabst)が，パ

ブスト・ブリューイング社の副社長となった。

　図表14は，パブスト社の1878－1901年と1933－1946年における従業員数

の推移を示したものであるが，ミルウォーキエ場における総平均雇用は，

特に1934年の908人から1944年の2.248人と急増し，それは生産の増加と戦

時中の労働者の効率低下の結果による。従業員の良いモラルを助長するパ

ブスト社の継続した努力によって，一般に同社の労使関係は良好で，例え

ば1945年３月１日に実行された労使契約は，次のものを含んでいた。常備
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の労働組合員が確保できない時，臨時認可カードを兼備したクローズト｀。

ショップ制，雇用と解雇に関する雇用者の権利，勤務の長さや古い従業員

の配置転換を基礎にした新しい従業員のレイオフ，病気退職後の復職，同

情ストの禁止，雇用者側への組合役員の昇進，８時間と週40時間労働およ

び１時間半のオーバータイム，４週間ごとの勤務交替のローテーション，

１年勤務後の１週間の有給休暇，３年勤務後の２週間の有給休暇，労使協

議による強制的裁定，組合からの工場長の除外，ほとんどの男性従業員に

対して週45.00－49.00ドル，女性に対しては34.50－38.50ドルの賃金など

である47）。

　パブスト社はそのほか，スポーツ・チーム，年次ピクニック，クリスマ

ス・プレゼント，スタッフの忠誠心を刺激する雑誌等を利用した。ブルー

・リボン・ニュースが，禁酒法以前のものとは全く異なった性格で，1934

年４月にミルウォーキで復活した。取り引きに主に重点を置いていた以前

の雑誌に代わって，それは，パブスト製品について時には教育的記事を伴

い，シカゴ，ミルウォーキ，ペオリア，後にニューワークでのニュースや

イベントに紙面を割いた「工場機関新聞」となった。また1942年12月に会

社は，年間2,400ドル以上を支給するサラリーマンのための年金制度をつ

くった。その年金制度は，社会保証制度を補助するために計画され，会社

に20年以上勤務した者に65歳以後，社会保証と合計で給料の30％以上にな

る年金支出を提供したばかりでなく，５年間以上勤務して退職した者にも

死亡年金や退職手当を提供した。 1944年に，この制度は５年以上勤務のす

べての従業員を含むように修正され，1946年に同一基準で，ホフマン。ベ

ジレージ社（1945年にパブスト社が合併）や他の子会社の従業員も含むよう

に修正された。種々のタイプのグループ保険計画がすべての部門にも導入

され，さらに会社は1945年にパブスト・ブリューワリー財団をつくり，

1945－1946年に，財団は会社から総額66万6,100ドルを受取り，33万8,600

ドルを支出した。
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　　５．結　　語

　これまで，禁酒運動の展開とそれに対するビール醸造業者の対応につい

て見てきた。禁酒運動は，工業化のもたらした社会秩序の崩壊の中で，革

新主義運動の一環として発展した。この運動は，その宗数的背景がプロテ

スタントであった中産階級者たちによる新しい社会秩序を求める１つの手

段であったと考えられるが，たとえそれがいかなる性格のものであれ，そ

の運動はビール醸造業者の存続に脅威であった。

　ビール醸造業者は，彼らの政治力を，特に全米醸造業者組合USBAとい

う業界団体を通じて組織化し始めたが，彼らは状況に対処できなかった。

というのは，彼らはアルコール飲料業者の間の利害を調整することができ

なかったし，その業界団体自体の活動が消極的であったからである。さら

に，彼らは一般大衆からの支持も得ることができなかった。禁酒運動は道

徳と結びついていたが，ビール醸造業者は，禁酒運動がそうした倫理的背

景と客観的・科学的データに基づいたものであることを十分に理解できな

かった。彼らはまた，しばしば自分たちが経済分野，たとえば歳入におい

ていかに重要な役割を果たしたのかを主張した。ここに，問題が人々の非

経済的側面に密接に結びついているとき，経済的組織の限界がある。要す

るに，ビール醸造業者は経済組織としての自らの性格のために，禁酒運動

に敗北したのである48)。

　一方，憲法修正18条が成立した後は，禁酒運動の反社会的な効果が明ら

かになってきた。禁酒法倫理の基盤をなした禁欲・自己抑制は大量消費時

代にはかえって悪徳とされ，自由な欲望や画一的な管理社会からの解放の

価値観が都市化の進展とともに一層普及し，禁酒法の主張は冷笑以外の反

応を引起こさなくなっていた。 1920年までに，アメリカ＆は高度の工業化を

達成し，人々は都市に住み，利害にもとづく新しい発展した組織で働いて

いた。コミュニティを主体とする教会への忠誠は，現代的な組織への忠誠
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に取って代わられた。その結果，伝統的価値観や組織方法にもとづく禁酒

運動の中軸たる反酒場連盟ASLは，たとえそれがうまく組織され，ビジ

ネスの発展した経営管理手法が導入されていても，その単一政治目的の組

織は限界をもっていた。つまり，憲法修正18条が成立した後，その存在理

由は明確でなくなってきた。そのため，組織を統一することが難しくな

り，組織の指導者たちは分裂し，支持者も減り，資金調達もうまくいかな

くなってしまった。こうして，反酒場連盟はその性格ゆえに失敗した49)。

　全国的なビール醸造業者のようなビッグ・ビジネスは，永続的に発展す

る可能性を持っている。なぜならば，彼らは経済的で，蓄積した資本・人

材・技術を使用するからである。禁酒法時代に，小規模醸造企業が閉鎖を

余儀なくされていたのに，大規模ビール醸造会社は，新製品の開発と多角

化，既存のマーケティング・システムや流通・包装技術を使って，事業の

存続のみならず拡大をはかることができた。彼らの行動様式は，反酒場連

盟の道徳に対して経済合理性であった。 1920年までには，経済合理性にも

とづく組織が，通常の人々の行動に影響を与える主要価値となった。反酒

場連盟はその性格のために衰退したが，ビール醸造業者は，その性格のた

めに再生したのである。
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